
別記 1

高知県戦略的製品開発推進事業費補助金審査基準

【開発チャレンジ事業】

※審査の結果、審査委員の平均点が２５点以上のものを採択基準とする。

※ただし、いずれかの項目にＥ評価がある場合は採択基準を満たさないものとする。

ＡからＥの評価内容別配点表

審査項目 審査の視点 評価 配点

１．背景・目的
今回の取組に至った背景や、技術的・経営的な課題等に対す

る自社の現状認識、事業の内容・目的は明確になっているか。

全 て

A,B,C,

D,E の

５ 段 階

評 価 評

価 内 容

及 び 内

容 別 配

点 は 下

表 の と

おり

10

２．市場性

開発する製品・技術の市場性（価格、量、具体的ニーズ等）

の調査、分析ができており、適切にとらえているか。

市場性の検証を事業内容とする場合は課題や仮説の設定が

明確で適切なものとなっているか

10

３．独自性・優

位性・革新性

開発（改良）する製品・技術がもたらすものが革新的な新た

な価値であるか。また、そのために他社・自社従来の製品・

技術との違いを把握し、差別化ができているか。

革新性や他社・自社従来製品との違いの把握を事業内容とす

る場合は課題や仮説の設定が明確で適切なものとなってい

るか。

10

４．到達目標

事業の課題等が明確になっており、到達目標が明確に設定さ

れているか。

取組が課題解決に資するものとなっているか。

10

５．実現可能性

自社の技術的能力や開発実施体制が明確か。

目標に到達するための取組方法やスケジュール、経費・資金

計画が適切か。

10

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

優れている やや優れている ふつう やや劣っている 劣っている

内容が極めて
明確かつ具体
的であり、非
常に優れた成
果が期待でき
る。

(配点×１)

内 容が明確かつ
具体的であり、優
れた成果が期待
できる。

(配点×０.７５)

内容が明確であ
り、成果が期待
できる。

(配点×０.５)

内容が不明確又は
不十分である。

(配点×０.２５)

内容が不適切
である。

(配点×０)



【製品開発事業（一般枠）】

※審査の結果、審査委員の平均点が６０点以上のものを採択基準とする。

※ただし、いずれかの項目にＥ評価がある場合は採択基準を満たさないものとする。

ＡからＥの評価内容別配点表

審査項目 審査の視点 評価 配点

１．背景・目的
今回の取組に至った背景や、経営的な課題等に対する現

状認識、事業の内容・目的等は明確になっているか。

全 て

A,B,C,

D,E の

５ 段 階

評 価 評

価 内 容

及 び 内

容 別 配

点 は 下

表 の と

おり

10

２．市場性
開発する製品・技術の市場性（価格、量、具体的ニーズ

等）の調査、分析ができており、適切にとらえているか。
10

３．新規性

開発する製品・技術が新たな技術・発想によるものまた

は新たな価値をもたらすものであるか。

定量的に示すことができているか。

10

４．独自性、優

位性

開発する製品・技術と他社・自社従来の製品・技術との

違いを把握し、差別化ができているか。
10

５．開発目標
開発する製品・技術の仕様、到達目標が明確に設定され

ているか。
10

６.実現可能性
自社の技術的能力や開発実施体制が明確か。開発目標に

到達するための取組方法やスケジュールが適切か。
10

７．事業経費・

資金計画

事業経費が適切に見積もられているか、事業完了までの

資金計画が適切か。
10

８．販売計画
販売顧客（ターゲット）、数量、価格等が明確に設定さ

れており、適切な販売計画が立てられているか。
10

９. 生産計画
事業終了後、販売計画に応じた生産を可能とするよう、

設備投資や体制の構築が見通せているか。
10

10．波及効果

県内企業への受発注の増加や従業員の新規雇用、賃上げ

等、県経済への波及効果があり、県経済の活性化に資す

る点があるか。

10

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

優れている やや優れている ふつう やや劣っている 劣っている

内容が極めて
明確かつ具体
的であり、非
常に優れた成
果が期待でき
る。

(配点×１)

内 容が明確かつ
具体的であり、優
れた成果が期待
できる。

(配点×０.７５)

内容が明確であ
り、成果が期待
できる。

(配点×０.５)

内容が不明確又は
不十分である。

(配点×０.２５)

内容が不適切
である。

(配点×０)



【製品開発事業（イノベーション推進枠）】

※審査の結果、１～10 までの審査委員の平均点が６０点以上かつ、「11．イノベーショ

ン要件」について、過半数の委員から B 以上の評価を得たものを採択基準とする。

※「11．イノベーション要件」に関する審査項目について採択基準を満たしていない場

合、その他の審査項目の平均点が６０点以上の場合は「一般枠」での採択を可能とする。

※ただし、いずれかの項目にＥ評価がある場合は採択基準を満たさないものとする。

ＡからＥの評価内容別配点表

審査項目 審査の視点 評価 配点

１．背景・目的
今回の取組に至った背景や、経営的な課題等に対する現

状認識、事業の内容・目的等は明確になっているか。

全 て

A,B,C,

D,E の

５ 段 階

評 価 評

価 内 容

及 び 内

容 別 配

点 は 下

表 の と

おり

10

２．市場性
開発する製品・技術の市場性（価格、量、具体的ニーズ

等）の調査、分析ができており、適切にとらえているか。
10

３．新規性

開発する製品・技術が新たな技術・発想によるものまた

は新たな価値をもたらすものであるか。

定量的に示すことができているか。

10

４．独自性、優

位性

開発する製品・技術と他社・自社従来の製品・技術との

違いを把握し、差別化ができているか。
10

５．開発目標
開発する製品・技術の仕様、到達目標が明確に設定され

ているか。
10

６.実現可能性
自社の技術的能力や開発実施体制が明確か。開発目標に

到達するための取組方法やスケジュールが適切か。
10

７．事業経費・

資金計画

事業経費が適切に見積もられているか、事業完了までの

資金計画が適切か。
10

８．販売計画
販売顧客（ターゲット）、数量、価格等が明確に設定さ

れており、適切な販売計画が立てられているか。
10

９. 生産計画
事業終了後、販売計画に応じた生産を可能とするよう、

設備投資や体制の構築が見通せているか。
10

10．波及効果

県内企業への受発注の増加や従業員の新規雇用、賃上げ

等、県経済への波及効果があり、県経済の活性化に資す

る点があるか。

10

11.イノベーシ

ョン要件

開発が社会や市場にとって新しい価値の創出につながる

か。

（「新しい製品・サービスの創出」、「新しい生産方法の導

入」、「新しい市場の開拓」など）

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

優れている やや優れている ふつう やや劣っている 劣っている

内容が極めて
明確かつ具体
的であり、非
常に優れた成
果が期待でき
る。

(配点×１)

内 容が明確かつ
具体的であり、優
れた成果が期待
できる。

(配点×０.７５)

内容が明確であ
り、成果が期待
できる。

(配点×０.５)

内容が不明確又は
不十分である。

(配点×０.２５)

内容が不適切
である。

(配点×０)



【全メニュー共通 加点項目】

番号 条件 加点

１ こうち SDGs 推進企業登録制度への登録事業者 各項目を満たす

ごとに審査員の

平均点に１点を

加点する。

ただし、最大３

点までの加点と

する。

２ パートナーシップ構築宣言事業者

３ 高知県ワークライフバランス推進企業認証のうち、「次世代

育成支援部門）の認証を受けている者

４ 高知県ワークライフバランス推進企業認証のうち、「女性の

活躍推進部門」の認証を受けている者

５ DX 認定事業者

６ 次世代育成支援対策推進法に基づく、厚生労働大臣の認定

（くるみん認定）を受けている者

７ 女性活躍推進法に基づく、厚生労働大臣の認定（えるぼし

認定）を受けている者

８ 100 億宣言企業（国または県）

９ 産業振興センターの実施する事業戦略スケールアップ事業

における重点支援企業


